
厚生労働省 奈良労働局 奈良県
https://www.pref.nara.jp/21272.htm

時間外労働・休日労働を行わせるためには、
会社と従業員代表との間で36(ｻﾌﾞﾛｸ)協定を
締結し労基署へ届け出る必要があります。
また、働き方改革関連法の成立により、時間
外・休日労働の時間数に上限が設けられまし

た。36協定の内容も確認しましょう。

労働条件は書面で明示

労働契約を結ぶ際には、労働条件を書面で明示
することが義務付けられています。また書面の
交付以外にもFAX・ﾒｰﾙ・SNS等による方法で
も可能です。職場でのトラブルを防止するため
に、雇う人も雇われる人も「書面でキッチリ見
て確認！」

36協定の届出はお済みですか？

職場のトラブルなど労働問題のご相談窓口

奈良労働局 総合労働相談コーナー ☎0742-32-0202
奈良総合労働相談コーナー ☎0742-85-6437
葛城総合労働相談コーナー ☎0745-40-4500
桜井総合労働相談コーナー ☎0744-42-6901
大淀総合労働相談コーナー ☎0747-52-0261
奈良県 中小企業労働相談所 ☎0120-450-355

労働条件相談ほっとライン（平日の夜間・土日の日中）
☎0120-811-610

本月間についてのお問い合わせ先
奈良労働局 労働基準部 監督課 ☎0742-32-0204

｢労働条件の明示・確認月間｣です３月は

奈良労働局 検索

「見てビックリ!!」に
ならないために



 
  

労
働

条
件

通
知

書
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 年

 
 

月
 

 
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

殿
 

事
業

場
名

称
・

所
在

地
 

使
用

者
職

氏
名

 

契
約

期
間
 

期
間

の
定

め
な

し
、

期
間

の
定

め
あ
り

(
 

 
年

 
 

月
 
 

日
～
 

 
年

 
 

月
 

 
日

) 

※
以

下
は

、
｢
契
約

期
間

｣
に
つ

い
て
｢
期

間
の
定

め
あ

り
｣と

し
た

場
合
に

記
入

 

１
 

契
約

の
更

新
の

有
無
 

 
[
自

動
的
に

更
新

す
る

・
更

新
す

る
場

合
が

あ
り

得
る

・
契

約
の
更

新
は

し
な

い
・

そ
の

他
(
 

 
 

)
] 

２
 

契
約

の
更

新
は

次
に

よ
り

判
断
す

る
。
 

 
 

・
契

約
期

間
満

了
時

の
業

務
量
 

 
 

・
勤

務
成

績
、

態
度

 
 
 

 
・

能
力

 

 
 

・
会

社
の

経
営

状
況

 
・

従
事
し

て
い

る
業

務
の

進
捗

状
況

 

・
そ

の
他

( 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

) 

【
有

期
雇

用
特

別
措

置
法

に
よ

る
特

例
の

対
象

者
の

場
合

】
 

無
期

転
換

申
込

権
が

発
生

し
な

い
期

間
：

 
Ⅰ

(高
度

専
門

)・
Ⅱ

(定
年

後
の

高
齢

者
)
 

Ⅰ
 

特
定

有
期

業
務

の
開

始
か

ら
完

了
ま

で
の

期
間

( 
 

 
年

 
 

か
月

(上
限

10
年

))
 

Ⅱ
 

定
年

後
引

き
続

い
て

雇
用

さ
れ

て
い

る
期

間
 

就
業

の
場

所
 

 

従
事

す
べ

き
 

業
務

の
内

容
 

   
【

有
期

雇
用

特
別

措
置

法
に

よ
る

特
例

の
対

象
者

(高
度

専
門

)
の

場
合

】
 

・
特

定
有

期
業

務
( 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

開
始

日
：

 
 

 
 

完
了

日
：

 
 

 
 

) 

始
業

、
終

業
の

時
刻

、
休

憩
時

間
、

就
業

時
転

換
(
(
1
)
～

(
5)

の
う

ち
該

当
す
 

る
も

の
一

つ
に

○
を

付
け

る
こ

と
。
)、

所
定

時

間
外

労
働

の
有

無
に

関
す

る
事

項
 

１
 

始
業

・
終

業
の

時
刻

等
 

 
(
1
)
 
始

業
(
 
 

 
時

 
 

 
分

)
 

終
業

(
 
 

 
時

 
 

 
分
)
 

 
【

以
下

の
よ

う
な

制
度

が
労

働
者
に

適
用

さ
れ

る
場

合
】

 

 
(
2
)
 
変

形
労

働
時

間
制

等
；
( 

 
)
単

位
の

変
形

労
働
時

間
制
・
交

替
制

と
し

て
、
次

の
勤

務
時
間

の
組

み
合

わ
せ

に
よ

る
。
 

 
 
 
 

始
業

( 
時
 

分
)
 
終
業

(
 
時

 
分

)
 
(
適

用
日

 
 

 
 

 
) 

 
 
 
 

始
業

( 
時
 

分
)
 
終
業

(
 
時

 
分

)
 
(
適

用
日

 
 

 
 

 
) 

 
 
 
 

始
業

( 
時
 

分
)
 
終
業

(
 
時

 
分

)
 
(
適

用
日

 
 

 
 

 
) 

 
 
(
3
)
 
ﾌ
ﾚ
ｯ
ｸｽ

ﾀ
ｲ
ﾑ制

；
始

業
及

び
終
業

の
時

刻
は

労
働

者
の

決
定

に
委
ね

る
。

 

(
た

だ
し

、
ﾌﾚ
ｷ
ｼ
ﾌ
ﾞ
ﾙ
ﾀ
ｲﾑ

(
始
業

)
 

時
 

分
か
ら

 
 
時

 
分

、
 

(
終

業
)
 

時
 

分
か

ら
 

 時
 

分
、

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ｺ
ｱﾀ
ｲ
ﾑ
  
 
 
 
 
 
  

時
 

分
か

ら
 

 
時

 
分

) 

 
(
4
)
 
事

業
場

外
み

な
し

労
働

時
間
制

；
始

業
(
 
時

 
分
)
終

業
( 

時
 

分
) 

 
(
5
)
 
裁

量
労

働
制

；
始

業
(
 

時
 

分
)
 終

業
(
 

時
 
分

)
を

基
本

と
し

、
労

働
者

の
決

定
に

委
ね

る
。

 

○
詳

細
は

、
就

業
規

則
第

 
条

～
第
 

条
、

第
 

条
～

第
 

条
、

第
 
条

～
第

 
条
 

２
 

休
憩

時
間

( 
 

)
分
 

３
 

所
定

時
間

外
労

働
の

有
無

(
有
(
１

週
 
時

間
、
１

か
月

 
時
間
、
１
年
 
時
間

) 
，

無
) 

４
 

休
日

労
働

 
(
有
(１

か
月

 
 

日
、

１
年
 

 
日

) 
，

無
) 

休
 

 
 

日
 

・
定

例
日

；
毎

週
 

 
曜

日
、

国
民
の

祝
日

、
そ

の
他

(
 
 

 
 
 

 
 

 
 

) 
・

非
定

例
日
；

週
・

月
当

た
り

 
 
日

、
そ

の
他

( 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
) 

・
１

年
単

位
の

変
形

労
働

時
間

制
の
場

合
－

年
間

 
 

日
 

○
詳

細
は

、
就

業
規

則
第

 
条

～
第
 

条
、

第
 

条
～

第
 

条
 

休
 

 
 

暇
 

１
 

年
次

有
給

休
暇

 
６

か
月

継
続
勤

務
し

た
場

合
→

 
 

 
 

 
日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
継

続
勤

務
６
か

月
以

内
の

年
次

有
給

休
暇

 
(有

・
無

)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
→

 
か

月
経
過

で
 

 
日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
時

間
単

位
年
休

(
有

・
無

) 

２
 

代
替

休
暇

(有
・

無
) 

３
 

そ
の

他
の

休
暇

 
有

給
(
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
無

給
(
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

) 

○
詳

細
は

、
就

業
規

則
第

 
条

～
第
 

条
、

第
 

条
～

第
 

条
 

(次
頁

に
続

く
)
 

 

賃
 
 
 

金
 

１
 

基
本

賃
金

 
イ

 
月

 
給

(
 

 
 
 

 
円

)
、

ロ
 
日

 
給
(
 

 
 
 

 
円

)
 

 
 

 
 

 
 

 
ハ

 
時

間
給

(
 

 
 
 

 
円

)
、

 

 
 

 
 

 
 

 
ニ

 
出

来
高

給
(
基

本
単

価
 

 
 

 
円
、

保
障
給

 
 

 
 

円
) 

 
 

 
 

 
 

 
ホ

 
そ

の
他

(
 

 
 
 

 
円

)
 

 
 

 
 

 
 

 
ヘ

 
就

業
規

則
に

規
定
さ

れ
て

い
る

賃
金

等
級
等

 

２
 

諸
手

当
の

額
又

は
計

算
方

法
 

 
 

イ
(
 

 
手
当

 
 

 
 
円

 
／
計

算
方

法
：

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

)
 

 
 

ロ
(
 

 
手
当

 
 

 
 
円

 
／
計

算
方

法
：

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

)
 

 
 
 
 
ハ
(
 

 
手
当

 
 

 
 
円

 
／
計

算
方

法
：

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

)
 

 
 

ニ
(
 

 
手
当

 
 

 
 
円

 
／
計

算
方

法
：

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

)
 

３
 

所
定

時
間

外
、

休
日

又
は

深
夜

労
働
に

対
し

て
支

払
わ

れ
る
割

増
賃

金
率
 

 
 
 
 
イ
 

所
定

時
間

外
、

法
定

超
 

月
6
0時

間
以

内
(
 
 

 
)
％

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

月
6
0時

間
超

 
(
 
 

 
)
％

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所
定

超
 

(
 
 

 
)％

 

 
 

ロ
 

休
日

 
法

定
休

日
( 

 
 
)
％

、
法
定

外
休

日
(
 

 
 

)
％
 

 
 

ハ
 

深
夜

( 
 
 

)
％

 

４
 

賃
金

締
切

日
(
 
 

 
)－

毎
月

 
日
、

( 
 

 
)
－
毎

月
 
日

 

５
 

賃
金

支
払

日
(
 
 

 
)－

毎
月

 
日
、

( 
 

 
)
－
毎

月
 
日

 

６
 

賃
金

の
支

払
方

法
(
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

)
 

 
７

 
労

使
協

定
に
基

づ
く

賃
金

支
払
時

の
控

除
(
 
無
 

，
有

(
 

 
 

)
) 

８
 

昇
 

給
(
 
有
(
時

期
、
金

額
等

 
 

 
 

 
 

 
 

) 
，

 
無

 
) 

９
 

賞
 

与
(
 
有
(
時

期
、
金

額
等

 
 

 
 

 
 

 
 

) 
，

 
無

 
) 

1
0
 

退
職

金
(
 
有
(
時

期
、
金

額
等

 
 

 
 

 
 

 
 

) 
，

 
無

 
) 

 

 

退
職

に
 

関
す

る
事

項
 

１
 

定
年

制
 

( 
有
 

(
 

 
歳

)
 

，
 

無
 

)
 

２
 

継
続

雇
用

制
度

( 
有

( 
 

歳
ま

で
)
 
，

 
無

 
) 

３
 

自
己

都
合

退
職

の
手

続
(退

職
す
る

 
 

日
以

上
前

に
届

け
出

る
こ
と

) 

４
 

解
雇

の
事

由
及

び
手

続
 

  ○
詳

細
は

、
就

業
規

則
第

 
条

～
第

 
条
、

第
 

条
～

第
 

条
 

そ
 

の
 

他
 
・

社
会
保

険
の

加
入

状
況

(
 
厚

生
年
金

 
健

康
保

険
 

厚
生

年
金

基
金
 

そ
の

他
(
 
 

 
 

)
)
 

・
雇

用
保

険
の

適
用

( 
有

 
，

 
無
 

)
 

・
雇

用
管

理
の

改
善

等
に

関
す

る
事

項
に
係

る
相

談
窓

口
 

 
 

部
署

名
 

 
 

 
 

 
 

 
担

当
職
氏

名
 

 
 

 
 

 
 
 

(
連

絡
先

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

) 

・
そ

の
他

 

・
具

体
的

に
適

用
さ

れ
る

就
業

規
則

名
( 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
)
 

  
※

以
下
は

、
｢
契

約
期
間

｣
に
つ

い
て

｢
期

間
の
定

め
あ

り
｣
と

し
た
場

合
に

つ
い

て
の

説
明

で
す
。
 

 
 

 
労

働
契

約
法

第
1
8
条

の
規
定

に
よ
り

、
有

期
労

働
契

約
(
平

成
2
5年

4月
1
日

以
降
に

開
始

す
る

も
の

)
の

契
約

期
間

が
通

算
５

年
を

超
え

る
場

合
に

は
、
労

働
契

約
の

期
間

の
末

日
ま

で
に

労
働

者
か

ら
申

込
み

を
す

る
こ

と
に

よ
り

、
当

該
労
働

契
約

の
期

間
の

末
日

の
翌

日
か
ら

期
間

の
定

め
の

な
い
労

働

契
約

に
転

換
さ

れ
ま

す
。

た
だ

し
、
有

期
雇

用
特

別
措

置
法

に
よ

る
特
例

の
対

象
と

な
る

場
合
は

、

こ
の

｢
５

年
｣と

い
う

期
間

は
、

本
通
知

書
の

｢
契

約
期

間
｣欄

に
明

示
し
た

と
お

り
と

な
り

ま
す
。

 

 

※
 

以
上

の
ほ

か
は

、
当

社
就

業
規
則

に
よ

る
。
 

※
 

労
働

条
件

通
知

書
に

つ
い

て
は
、

労
使

間
の

紛
争

の
未

然
防

止
の

た
め
、

保
存

し
て

お
く
こ

と
を

お
勧

め
し

ま
す

。
 


